
Title 東海林邦彦教授の経歴と業績

Author(s) 瀬川, 信久; SEGAWA, Nobuhisa

Citation 北大法学論集, 55(6), 335-344

Issue Date 2005-03-18

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15344

Type other

File Information 55(6)_p335-344.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



東
海
林
邦
彦
教
授
の
経
歴
と
業
績

東
海
林
邦
彦
教
授
は
、
平
成
一
七
年
三
月
一
一
一
一
日
を
も
っ
て
北
海
道
大

学
大
学
院
法
学
研
究
科
を
定
年
退
職
さ
れ
る
。
昭
和
五
四
年
四
月
に
金
沢

大
学
法
文
学
部
助
教
授
よ
り
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ

て
以
来
、
教
授
は
二
六
年
間
に
一
日
一
り
本
学
部
・
研
究
科
に
勤
務
さ
れ
た
。

教
授
は
、
昭
和
四
一
年
三
月
に
東
北
大
学
法
学
部
を
卒
業
さ
れ
、
昭
和

四
一
年
四
月
よ
り
同
法
学
部
の
助
手
に
、
そ
の
後
昭
和
四
六
年
四
月
に
埼

玉
大
学
経
済
学
部
講
師
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
四
七
年
四
月
か
ら

昭
和
五
四
年
四
月
ま
で
金
沢
大
学
法
文
学
部
助
教
授
を
経
て
、
昭
和
五
四

年
以
後
は
本
学
部
に
お
い
て
、
民
法
を
中
心
に
医
事
法
・
家
族
法
に
及
ぶ

研
究
・
教
育
に
従
事
さ
れ
た
o

御
研
究
の
展
開

瀬

ーー-
E
E
a

，F 

久

教
授
の
研
究
対
象
・
分
野
を
み
る
と
、
東
北
大
学
法
学
部
助
手
か
ら
埼

玉
大
学
経
済
学
部
講
師
の
時
期
ま
で
は
、
民
法
学
・
法
社
会
学
の
研
究
、

と
く
に
入
会
権
・
漁
業
権
等
の
研
究
・
調
査
等
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
金
沢
大
学
で
は
、
土
地
法
・
債
権
担
保
法
・
時
効
法
を
中
心
に
研
究

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
本
学
部
に
こ
ら
れ
て
か
ら
は
、
土
地
法
・
債
権
担
保

法
・
契
約
法
・
損
害
賠
償
法
・
家
族
法
・
医
事
法
等
の
分
野
に
研
究
を
拡

げ
ら
れ
た
。

教
授
の
研
究
は
期
間
が
四
O
年
近
く
に
な
り
、
分
野
も
多
岐
に
及
ぶ
。

教
授
自
身
に
よ
る
と
、
コ
一
O
代
半
ば
に
発
表
さ
れ
た
「
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
消

滅
時
効
論
」
(
昭
和
五
一
年
、
一
九
七
六
年
)
を
境
に
大
き
く
「
前
期
」

と
「
後
期
」
に
分
か
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
時
効
制
度
の
実
定

法
理
論
の
次
元
で
の
体
系
像
を
遠
望
し
つ
つ
、
そ
の
基
礎
的
作
業
の
一
環
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と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
に
お
け
る
時
効
制
度
の
歴
史
的
形
成
過
程
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
「
現
代
ロ
ー

マ
法
体
系
」
を
そ
の
第
一
巻
か
ら
読
み
す
す
め
て
行
く
な
か
で
、
パ
ン
デ

ク
テ
ン
体
系
構
築
の
基
礎
・
背
景
に
あ
っ
た
も
の
の
深
さ
大
き
さ
に
感
得

す
る
も
の
が
あ
り
、
で
き
る
も
の
な
ら
こ
の
よ
う
な
借
り
物
で
な
い
・
自

分
自
身
の
体
系
構
築
を
目
指
そ
う
と
の
野
心
的
志
が
、
欝
勃
と
し
て
湧
き

起
こ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
後
、
時
効
法
は
そ
れ

じ
た
い
と
し
て
は
主
要
な
研
究
関
心
の
視
野
か
ら
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
、

代
わ
っ
て
、
そ
の
「
自
分
自
身
の
理
論
体
系
」
を
求
め
て
の
、
文
字
通
り

の
模
索
と
初
律
の
、
日
々
が
は
じ
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
懐
さ
れ
る
。

し
か
し
、
教
授
の
著
作
を
う
か
が
う
と
、
研
究
上
の
変
化
は
、
「
サ
ヴ
イ

ニ
l
の
消
滅
時
効
論
」
よ
り
一

O
年
後
の
一
九
八
0
年
代
半
ば
に
現
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
、
そ
れ
以
前
と
違
っ
て
家
族
法
・

医
事
法
・
生
命
倫
理
等
の
研
究
の
比
重
が
格
段
に
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
医
事
法
・
生
命
倫
理
の
問
題
を
対
象
と
し
て
、
「
サ
ヴ
イ
ニ

l

の
消
滅
時
効
論
」
に
お
い
て
得
た
「
体
系
化
」
の
問
題
関
心
を
具
体
化
す

る
研
究
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
で
は
、
教
授
の
御
研
究
を
、
一
九
八
0
年
代
の
半
ば
ま
で
の
前
期

と
そ
れ
以
後
の
後
期
に
分
け
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

前
期

前
期
に
お
け
る
御
研
究
は
物
権
法
・
担
保
物
権
法
を
中
心
と
し
て
い
た
。

と
く
に
当
初
の
研
究
に
お
い
て
は
、
法
社
会
学
的
な
観
点
が
強
か
っ
た
。

教
授
の
最
初
の
研
究
で
あ
る
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
林
役
権
に
関
す
る
も
の
は

そ
の
よ
う
な
研
究
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
(
「
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン

に
お
け
る
「
林
役
権
」
の
解
体
過
程
」
「
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け

る
共
同
地
所
有
・
利
用
関
係
を
め
ぐ
る
若
干
の
判
例
」
)
。
こ
の
研
究
は
、

関
係
す
る
文
献
を
網
羅
的
に
調
査
し
た
き
わ
め
て
実
証
的
な
研
究
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
け
る
主
要
な
問
題
関
心
は
、
所
有
権
と
利
用
権
の
対
立
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
漁
業
紛
争
を
め
ぐ
る
研
究
も
同
じ
系
列
に
属
す
る

御
研
究
で
あ
る
。
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こ
の
所
有
権
と
利
用
権
の
対
立
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
抵
当
権
と
賃

借
権
が
対
立
す
る
短
期
賃
貸
借
の
保
護
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
(
「
民

法
三
九
五
条
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
そ
の
検
討
」
「
い
わ
ゆ
る
仮
登
記
担
保

と
民
法
三
八
八
条
及
び
三
九
五
条
」
「
短
期
賃
借
権
の
保
護
」
「
短
期
賃
貸

借
と
借
地
・
借
家
法
の
適
用
」
)
、
詳
細
な
検
討
に
基
づ
く
解
釈
論
を
提
示

さ
れ
た
(
「
詐
害
的
短
期
賃
貸
借
の
防
止
・
排
除
の
た
め
の
法
的
手
段
に

つ
い
て
」
)
。
そ
の
よ
う
な
個
別
的
な
解
釈
論
と
同
時
に
、
他
方
で
、
所
有

権
思
想
・
近
代
的
所
有
権
論
に
対
象
を
拡
げ
(
「
所
有
権
思
想
の
新
展
開
」

「
明
治
初
期
土
地
制
度
改
革
と
土
地
所
有
権
」
「
近
代
日
本
の
所
有
観
念



と
土
地
公
有
論
」
)
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
を
北
大
法
学
論
集
に
ま

と
め
ら
れ
た
(
「
い
わ
ゆ
る
『
土
地
所
有
権
近
代
化
論
争
』
の
批
判
的
検

討」)。
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後
期

一
九
八
0
年
代
半
ば
以
後
に
お
い
て
も
、
教
授
は
、
判
例
研
究
な
ど
で
、

前
期
の
研
究
を
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
主
要
な
問
題
関
心
は
、
医
療
・

生
命
倫
理
、
さ
ら
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
問
題
へ
大
き
く
移
さ
れ
た
。
と

は
い
え
、
後
掲
の
諸
論
文
の
う
ち
の
、
「
死
体
の
民
事
法
的
保
護
な
い
し

位
置
づ
け
」
「
民
事
法
学
の
視
点
か
ら
民
事
法
的
観
点
か
ら
見
た
人
間

の
身
体
・
生
命
と
先
端
生
命
科
学
・
技
術
」
「
身
体
の
(
民
事
)
法
的
位

置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」
な
ど
に
は
、
前
期
か
ら
の
問
題
関
心
が
後
期
の
研

究
対
象
に
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
後
期
に
お
い
て
は
、
研
究
会
活
動
を
活
発
に
推
進
さ
れ
た
。

ま
ず
、
昭
和
六
O
年
に
「
札
幌
医
療
過
誤
民
事
判
例
研
究
会
」
を
立
ち

上
げ
ら
れ
、
平
成
五
年
度
に
は
科
研
費
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
生
殖
医
療

に
お
け
る
人
格
権
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
(
総
合
研
究
A
)
を
組
織
し
、

立
法
提
言
の
た
め
の
数
回
に
わ
た
る
研
究
会
、
お
よ
び
「
生
殖
医
療
と
そ

の
倫
理
的
法
的
規
制
」
の
実
態
等
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ

ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
調
査
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成

一
四
1

一
五
年
度
に
は
、
科
研
費
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
人
間
の
身
体
・

組
織
の
利
用
を
め
ぐ
る
倫
理
的
法
的
諸
問
題
」
(
基
盤
研
究
A
)
を
組
織

し
、
十
数
回
に
お
よ
ぶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
国
際
研
究

集
会
を
精
力
的
に
指
導
さ
れ
た
。
他
方
で
、

N
P
O
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

問
題
に
も
関
心
を
持
た
れ
、
公
益
法
人
研
究
学
会
の
第
七
回
大
会
に
お
い

て
「
非
営
利
組
織
法
制
・
改
革
・
私
案
|
論
点
整
理
的
試
案
と
し
て
」
を

報
告
さ
れ
た
ほ
か
、
学
会
運
営
に
参
加
さ
れ
(
日
本
N
P
O
学
会
第
三
期

理
事
、
平
成
一
五
年
一

O
月
l
平
成
一
七
年
九
月
)
、
ま
た
、
平
成
九
年

に
北
大
・
ボ
ラ
ン
テ
ア
研
究
会
を
組
織
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
に
は
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
懇
話
会
に
お
け
る
報
告
「
ロ
パ
ー

ト
・
ヴ
ィ

l
チ
博
士
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
論
」
(
平
成
二
年
)
、
ヨ
ミ

穴
包
N
-
叶『

5
2
0
2
者
2
5
0向。。
2
2
8且
冨
吉
田
向
」
(
平
成
二
年
)
、
日
本

生
命
倫
理
学
会
に
お
け
る
報
告
「
不
妊
治
療
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
l

生
殖
医
療
の
展
開
と
生
命
倫
理
・
そ
の

2
」
(
平
成
八
年
)
の
ほ
か
、
北

海
道
医
学
大
会
一
般
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
医
師
と
患
者
さ
ん
l
こ
れ
か

ら
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
(
平
成
元
年
)
、
第
一
回

日
本
医
学
会
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
医
と
法
」
(
平
成
五
年
)
の
司
会
、

第
四
十
九
回
日
本
不
妊
学
会
市
民
公
開
講
座
(
平
成
一
六
年
)
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
l
を
務
め
る
な
ど
、
広
い
領
域
に
お
い
て
活
動
さ
れ
た
。
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お
わ
り
に

東
海
林
教
授
は
、
こ
の
よ
う
に
四
O
年
の
聞
に
、
広
い
関
心
と
い
わ
ば

開
拓
者
精
神
を
以
て
研
究
対
象
を
大
き
く
拡
げ
て
こ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

常
に
、
研
究
の
実
証
性
と
と
も
に
、
理
論
的
な
体
系
性
を
探
究
さ
れ
た
。

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
問
題
に
関
し
学
部
ゼ
ミ
論
集
を
指
導
さ
れ
る
な

ど
、
そ
の
研
究
を
学
生
に
直
接
ぶ
つ
け
る
教
育
に
努
力
さ
れ
た
。
法
科
大

学
院
の
立
ち
上
げ
の
時
期
に
あ
る
こ
の
一
、
二
年
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
教
授
の
研
究
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
を
強
く
願
う
次
第
で
あ

る

東
海
林
邦
彦
教
授
の
経
歴

昭
和
一
六
年

昭
和
四
一
年

九
月
一
一
日

岩
手
県
に
生
ま
れ
る

東
北
大
学
法
学
部
卒
業

月

昭
和
四
一
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
七
年

昭
和
田
八
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
四
年

同
昭
和
六
三
年

平
成

平
成
一
二
年

同
平
成
二
二
年

平
成
一
ム
ハ
年

四
月
四
月
四
月
四
月
四
月
六
月
四
月

七
月

六
年

月
四
月

四
月

四
月

東
北
大
学
法
学
部
助
手

埼
玉
大
学
経
済
学
部
助
手

埼
玉
大
学
経
済
学
部
講
師

金
沢
大
学
法
文
学
部
講
師

金
沢
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当

金
沢
大
学
法
文
学
部
助
教
授

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
に
て
在
外
研
究
(
平
成
元
年
三

月
ま
で
)

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学

及
び
ゲ
ツ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
に
て
在
外
研
究

(
平
成
七
年
三
月
ま
で
)

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
附
属
高

等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
配
置
換

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
併
任

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
配
置

換

北法55(6・338)2558
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東
海
林
邦
彦
教
授
の
業
績

【
説
説
・
解
説
等
】

昭
和
四
三
二
九
六
八
)
年

漁
村
の
法
社
会
学
的
研
究
|
岩
手
県
宮
古
市
重
茂
の
実
態
(
〈
は
じ
め
に
〉

コ
生
け
る
法
。
と
し
て
の
漁
業
権
〉
執
筆
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
五
O
号

昭
和
四
五
(
一
九
七

O
)
年

一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
「
林
役
権
」
の
解
体
過
程
(
一
)
(
一
一
)

法
学
三
四
巻
一
、
二
、
四
号

東海林邦彦教授の経歴と業績

(三・
0
克
)

昭
和
四
六
二
九
七
ご
年

一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
共
同
地
所
有
・
利
用
関
係
を
め
ぐ
る
若

干
の
判
例
社
会
科
学
論
集
(
埼
玉
大
学
)
二
七
・
二
八
合
併
号

昭
和
四
八
二
九
七
三
)
年

民
法
三
九
五
条
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
そ
の
検
討
1

抵
当
権
と
用
益
権
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
一
研
究
金
沢
法
学
一
八
巻
一
・
二
合
併
号

昭
和
四
九
二
九
七
回
)
年

い
わ
ゆ
る
仮
登
記
担
保
と
民
法
三
八
八
条
及
び
三
九
五
条

金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
・
法
学
篇
二
一
号

漁
業
紛
争
の
法
社
会
学
的
研
究

(
W
2
及
び
3
執
筆
)

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
調
査
報
告
第
一
五
集

昭
和
五

O
(
一
九
七
五
)
年

五
十
嵐
清
ほ
か
編
『
民
法
学
の
基
礎
知
識
2
債
権
』
(
u
・
3
u
I
u
-
-
a
u

執
筆
)
(
有
斐
閣
)

昭
和
五
一
二
九
七
六
)
年

所
有
権
思
想
の
新
展
開
小
林
直
樹
・
水
本
浩
編
『
現
代
日
本
の
法
思
想
l

近
代
法
一

O
O
年
の
歩
み
に
学
ぶ
』
(
有
斐
閣
)

サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
消
滅
時
効
理
論金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
・
法
学
篇
二
三
号

昭
和
五
二
二
九
七
七
)
年

短
期
賃
借
権
の
保
護

『
民
法
I
〔
総
則
・
物
権
〕
(
判
例
と
学
説
2
)
』
(
日
本
評
論
社
)

篠
塚
昭
次
編
「
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
4
民
法
2
(担
保
物
権
・
債

権
総
則
・
契
約
総
則
)
』
(
コ
一
八
八
条
1
三
九
八
条
執
筆
)
(
三
省
堂
)

昭
和
五
三
二
九
七
八
)
年

地
上
権
の
登
記
と
そ
の
対
抗
力
の
範
囲

『
不
動
産
登
記
講
座
E
各
論
(
一
)
』
(
日
本
評
論
社
)

明
治
初
期
土
地
制
度
改
革
と
土
地
所
有
権

北法55(6・339)2559



『
土
地
所
有
権
の
比
較
法
的
研
究
〔
土
地
問
題
双
書
九
〕
』
(
有
斐
閣
)

短
期
賃
貸
借
と
借
地
・
借
家
法
の
適
用ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
「
民
法
の
争
点
』

『
民
法
の
争
点
I
総
則
・
物
権
・
親
族
・
相
続
』
(
昭
和
六
O
)

林
毅
「
中
世
都
市
ケ
ル
ン
に
お
け
る
不
動
産
登
記
の
効
力
l
シ
ユ
ラ
イ
ン

制
度
の
研
究
序
説
」
世
良
教
授
還
暦
記
念
上
『
法
と
権
力
の
史
的
考
察
』

法
制
史
研
究
二
八
号

昭
和
五
回
二
九
七
九
)
年

米
倉
明
『
所
有
権
留
保
の
実
証
的
研
究
』
(
民
法
学
の
あ
ゆ
み
)

法
律
時
報
五
一
巻
五
号

昭
和
五
五
(
一
九
八

O
)
年

相
続
契
約
l
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
そ
の
中
心
的
問
題
を
め
ぐ
っ
て

中
川
善
之
助
先
生
追
悼
『
現
代
家
族
法
大
系
4
相
続
I
』
(
有
斐
閣
)

詐
筈
的
短
期
賃
貸
借
の
防
止
・
排
除
の
た
め
の
法
的
手
段
に
つ
い
て
(
一
)

つ
乙
(
三
)
(
四
)
判
例
時
報
九
六
O
、
九
六
三
、
九
六
六
、
九
六
九
号

昭
和
六

O
(
一
九
八
五
)
年

近
代
日
本
の
所
有
観
念
と
土
地
公
有
論
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
近
代
日
本
の
所
有
観
念
と
土
地
公
有
論

〔
土
地
問
題
双
書
二
一
〕
』
(
有
斐
閣
)

い
わ
ゆ
る
「
土
地
所
有
権
近
代
化
論
争
」
の
批
判
的
検
討

北
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
号

北法55(6・340)2560

一
時
使
用
の
借
地
権

『
現
代
借
地
借
家
法
講
座
(
一
)
借
地
法
』
(
日
本
評
論
社
)

昭
和
六
一
(
一
九
八
六
)
年

借
家
法
一
条
ノ
二
の
立
法
論
的
当
否
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討

『
日
弁
連
夏
季
特
別
研
修
叢
書
・
昭
和
六
0
年
度
上
巻
』

平
成
三
(
一
丸
丸
こ
年

ア
メ
リ
カ
の
医
学
教
育
に
お
け
る
医
倫
理
教
育
の
現
状
年
報
医
事
法
学
六

ア
メ
リ
カ
医
学
校
に
お
け
る
医
倫
理
教
育
の
動
向
|
〔
医
倫
理
1

法
〕
を

め
ぐ
る
日
・
米
の
落
差
の
一
環
医
学
の
あ
ゆ
み
一
五
七
巻
三
号

平
成
五
二
丸
九
=
一
)
年

一
私
法
学
徒
の
白
か
ら
見
た
「
脳
死
」
・
臓
器
移
植
問
題
|
[
医
l
倫
理

|
法
]
の
よ
り
よ
き
関
係
を
求
め
て

北
海
道
大
学
生
命
倫
理
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
バ
イ
オ

メ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
シ
ッ
ク
ス
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
成
果

報
告
書
』

平
成
六
二
九
九
四
)
年

「
生
殖
医
療
に
お
け
る
人
格
権
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
』



東海林邦彦教授の経歴と業績

平
成
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
成
果
報
告
書

生
殖
に
関
す
る
医
療
的
技
術
(
生
殖
医
療
技
術
)
の
適
正
利
用
お
よ
び
濫

用

規

制

に

関

す

る

勧

告

ジ

ユ

リ

ス

ト

一

九

四

五

号

平
成
八
二
九
九
六
)
年

医
療
事
故
の
防
止
に
向
け
て
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
医
事
法
学
一
一
号

平
成
九
(
一
九
九
七
)
年

厚
谷
義
児
他
編
『
条
解
・
独
占
禁
止
法
』
(
二
六
、
八
四
条
分
担
執
筆
)

(
弘
文
堂
)

平
成
一

O
(
一
九
九
八
)
年

『
医
療
過
誤
民
事
判
例
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
多
角
的
検
討
』

平
成
人
|
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
成
果
報
告
書

ボ
ラ
ン
テ
ア
を
め
ぐ
る
法
律
的
問
題
点
・
概
観
、
「
Z
旬
。
法
の
批
判
的
検

討
」
を
通
じ
て
「
非
営
利
団
体
法
制
の
再
構
築
」
へ

学
部
ゼ
ミ
論
集
『
ボ
ラ
ン
テ
ア
の
法
律
問
題
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』

平
成
一
二
(
ニ

O
O
O
)
年

人
為
的
生
殖
技
術
を
め
ぐ
る
若
干
の
基
本
的
法
律
問
題
に
関
す
る
立
法
提

言

産

婦

人

科

の

世

界

二

0

0

0

春

季

増

刊

号

『回

5
2
z
g
医
学
の
進
歩
と
医
の
倫
理
』

人
為
的
生
殖
技
術
を
め
ぐ
る
「
法
と
倫
理
」

馬
渡
峻
輔
・
木
村
純
編
『
一
二
世
紀
・
新
し
い
「
い
の
ち
」
像

現
代
科
学
・
技
術
と
の
か
か
わ
り
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)

平
成
一
三
(
ニ

O
O
こ

年

法

人

保

証

類

型

概

念

へ

の

一

疑

問

金

融

法

研

究

一

七

号

平
成
一
四
(
二

O
O
ニ
)
年

胎
児
の
法
的
保
護
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
民
事
法
を
中
心
と
し
て

セ
ミ
ナ
ー
・
医
療
と
社
会
二
二
号

平
成
一
五
(
ニ

O
O
三
)
年

趣
旨
説
明
(
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
ヒ
ト
人
体
(
資
源
)
情
報
の
特
許
化
を

め
ぐ
る
倫
理
的
法
的
問
題
点
ー
そ
の
総
論
的
検
討
)

北
大
法
学
論
集
五
四
巻
二
号

死
体
(
な
い
し
そ
の
組
織
・
遺
骨
等
)
の
民
事
法
的
保
護
な
い
し
位
置
づ

け

人

倫

研

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

Z
m
Z
Z
5『
第
三
号

平
成
二
ハ
(
ニ

O
O四
)
年

第
三
章
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
法
規
制
第
一
節
序
|

「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
法
」
研
究
班
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
位
置

①
医
薬
品
等
を
め
ぐ
る
リ
ス
ク
マ
ネ
!
ジ
メ

づ
け
と
意
義
、
同
第
三
節

ン
ト
と
倫
理
教
育

『
科
学
技
術
倫
理
教
育
シ
ス
テ
ム
の
調
査
研
究
』
平
成
一
四
l

一
五
年
度
科
学
技
術
振
興
調
整
費
調
査
研
究
(
研
究
代
表
者

北
大
・
文
学
研
究
科
教
授
新
田
孝
彦
)
報
告
書

北法55(6・341)2561 



O
一
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
体
概
要
、
-
一
生
命
倫
理
基
本
法
・
提
言

。
序
、
同

l
生
殖
関
連
身
体
・
組
織
の
利
用
等
に
関
す
る
生
命
倫
理
基

本
法

『
人
間
の
身
体
・
組
織
の
利
用
を
め
ぐ
る
倫
理
的
法
的
諸
問
題
』

平
成
一
四
1

一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
成
果
報
告
書

は
じ
め
に
(
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
「
人
聞
の
尊
厳
」
と
身
体
・
生
命
の
倫
理

的
法
的
位
置
づ
け
(
一

)

l
先
端
医
療
技
術
の
提
起
す
る
諸
問
題
を
中
心

と

し

て

|

)

北

大

法

学

論

集

五

四

巻

六

号

民
事
法
学
の
視
点
か
ら
l
民
事
法
的
観
点
か
ら
見
た
人
間
の
身
体
・
生
命

と
先
端
生
命
科
学
・
技
術
(
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
「
人
間
の
尊
厳
」
と
身
体
・

生
命
の
倫
理
的
法
的
位
置
づ
け
(
二
・
完
)
先
端
医
療
技
術
の
提
起
す

る
諸
問
題
を
中
心
と
し
て
l
)

北
大
法
学
論
集
五
五
巻
二
号

身
体
の
(
民
事
)
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
l

「
身
体
的
人
格
法
」
研

究

序

説

(

一

)

北

大

法

学

論

集

五

五

巻

三

号

【
判
例
評
釈
】

昭
和
四
二
二
九
六
七
)
年

い
わ
ゆ
る
『
分
け
地
』
が
入
会
地
の
性
格
を
失
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
最

一
小
判
昭
四
0
・
五
・
二
O
民
集
一
九
巻
四
号
八
二
二
頁
)

法
学
コ
二
巻
三
号

北法55(6・342)2562

昭
和
四
九
二
九
七
回
)
年

入
会
部
落
の
総
有
に
属
し
た
土
地
を
買
い
受
け
た
同
部
落
の
構
成
員
と
民

法
一
七
七
条
の
第
三
者
(
最
二
小
判
昭
四
八
・
一

0
・
五
民
集
二
七
巻
九

号
一
一
一

O
頁

)

判

例

タ

イ

ム

ズ

一

二

一

一

一

号

昭
和
五
三
(
一
九
七
八
)
年

土
地
及
び
そ
の
地
上
の
非
堅
固
建
物
の
所
有
者
が
土
地
に
つ
き
抵
当
権
を

設
定
し
た
の
ち
地
上
建
物
を
取
り
壊
し
て
堅
固
建
物
を
建
築
し
た
場
合
に

堅
固
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事

例
(
最
三
小
判
昭
五
二
・
一

0
・
一
一
民
集
=
二
巻
六
号
七
八
五
頁
)

民
商
法
雑
誌
七
九
巻
一
号

昭
和
五
回
二
九
七
九
)
年

民
法
三
九
五
条
の
適
用
が
あ
る
土
地
の
短
期
賃
貸
借
の
期
間
満
了
と
競
落

人
に
対
す
る
建
物
買
取
請
求
権
(
消
極
)
(
最
一
小
判
昭
五
三
・
六
・
一

五

民

集

三

二

巻

四

号

七

二

九

頁

)

民

商

法

雑

誌

八
O
巻
六
号

仮
登
記
担
保
l
金
銭
債
権
担
保
の
た
め
不
動
産
に
つ
い
て
代
物
弁
済
予
約

等
の
契
約
が
締
結
さ
れ
、
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
等
の
仮
登
記
が
さ
れ

た
場
合
の
右
契
約
の
性
質
お
よ
び
内
容
(
最
大
判
昭
四
九
・
一

0
・二一一一

民
集
二
八
巻
七
号
一
四
七
三
頁
)

ジ
ユ
リ
ス
ト
増
刊
『
民
法
の
判
例
(
第
三
版
)
』



土
地
及
び
そ
の
地
上
建
物
の
所
有
者
が
、
土
地
に
つ
き
所
有
権
移
転
登
記

を
経
由
し
な
い
ま
ま
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
と
法
定
地
上
権
の

成
否
(
積
極
)
(
最
二
小
判
昭
五
三
・
九
・
二
九
民
集
三
二
巻
六
号
二
一

一ot貝
)

ジ
ユ
リ
ス
ト
六
九
三
号
(
昭
和
五
三
年
度
重
要
判
例
解
説
)

別
冊
法
学
教
室
『
民
法
の
基
本
判
例
』
(
昭
和
六
一
)

昭
和
五
五
(
一
九
八

O
)
年

抵
当
権
に
も
と
づ
く
物
上
代
位
が
賃
料
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
大

阪
高
決
昭
五
四
・
二
・
一
九
判
時
九
=
二
号
七
三
頁
)

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一
一
号
(
昭
和
五
四
年
度
民
事
主
要
判
例
解
説
)

共
同
相
続
と
登
記
(
最
二
小
判
昭
三
八
・
二
・
二
二
民
集
一
七
巻
一
号
二

「
家
族
法
判
例
百
選
(
第
三
版
)
』

東海林邦彦教授の経歴と業績

三
五
頁
)

昭
和
五
六
(
一
九
八
ご
年

海
面
下
土
地
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
た
事
例
(
名
古
屋
高
判
昭
五
五
・

八
・
二
九
高
民
集
三
三
巻
三
号
一
七
六
頁
)

ジ
ユ
リ
ス
ト
七
四
三
号
(
昭
和
五
五
年
度
重
要
判
例
解
説
)

昭
和
五
七
(
一
九
八
二
)
年

新
島
ミ
サ
イ
ル
試
射
場
入
会
権
訴
訟
(
最
二
小
判
昭
五
七
・
一
・
一
一
二
)

s
c
h
o
o
l
四
五
号

債
権
担
保
の
目
的
で
さ
れ
た
代
物
弁
済
予
約
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転

'
L
a
w
 

請
求
権
保
全
の
仮
登
記
と
民
法
三
九
五
条
(
最
二
小
判
昭
五
六
・
七
・
一

七
民
集
三
五
巻
五
号
九
五
O
頁
)
民
商
法
雑
誌
八
六
巻
六
号

判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
二
号
(
昭
和
五
六
年
度

民
事
主
要
判
例
解
説
)

競
売
手
続
が
完
結
し
た
場
合
と
抵
当
権
と
同
時
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
者

自
身
を
権
利
者
と
す
る
賃
借
権
の
帰
す
う
(
最
一
小
判
昭
五
二
・
二
・
一

七
民
集
一
三
巻
一
号
六
七
頁
)
『
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
(
第
二
版
)
』

「
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
(
第
三
版
)
』
(
平
成
元
)

昭
和
五
八
{
一
九
八
一
三
年

法
定
地
上
権
の
及
ぶ
土
地
の
範
囲
に
関
す
る
一
事
例
(
東
京
高
決
昭
五

七
・
六
-
一
二
判
時
一

O
五
O
号
入
O
頁
)

判
例
タ
イ
ム
ズ
五
O
五
号
(
昭
和
五
七
年
度
民
事
主
要
判
例
解
説
)

昭
和
五
九
(
一
九
八
四
)
年

建
物
保
護
法
に
よ
る
借
地
権
の
対
抗
力
が
否
定
さ
れ
た
事
例
(
最
一
小
判

昭
五
八
・
四
・
一
四
判
時
一

O
七
七
号
六
二
頁
)

北法55(6・343)2563

民
商
法
雑
誌
八
九
巻
四
号

順
位
を
異
に
す
る
複
数
の
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
不
動
産
に
つ
い
て

後
順
位
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
た
場
合
と
最
先
順
位
の
抵
当
権
設
定
後
、

右
後
順
位
の
抵
当
権
設
定
前
に
成
立
し
た
不
動
産
賃
借
権
の
対
抗
力
(
消



極
)
(
最
三
小
判
昭
五
九
・
二
・
一
四
判
時
一
一

O
九
号
九
二
頁
)

民
商
法
雑
誌
九
一
巻
二
号

民
商
法
雑
誌
一
一
一
O
巻
三
号

別
冊
法
学
教
室
『
民
法
の
基
本
判
例
(
第
二
版
)
』

北法55(6・344)2564

平
成
四
(
一
九
九
ニ
)
年

民
法
三
八
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
競
売
の
結
果
、
建
物
の
所
有
を
目
的

と
す
る
法
定
地
上
権
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
定
地
上
権
の
成
立

後
に
右
建
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
者
は
、
建
物
所
有
権
を
取
得
し
た
後

の
地
代
支
払
義
務
を
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
前
主
の
未
払
地
代
の

支
払
債
務
に
つ
い
て
は
、
右
債
務
の
引
受
け
を
し
た
場
合
で
な
い
限
り
、

こ
れ
を
当
然
に
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
(
最
三
小
判
平
三
・
一

0
・一

判
時
一
四
O
四

号

七

九

頁

)

民

商

法

雑

誌

一

O
六
巻
六
号

平
成
八
二
九
九
六
)
年

民
法
三
九
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
短
期
賃
貸
借
な
い

し
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
転
貸
借
に
基
づ
き
抵
当
不
動
産
を
占
有
す
る
者
に

対
す
る
抵
当
権
者
の
明
渡
請
求
の
可
否
(
最
二
小
判
平
三
・
コ
了
二
二
民

集
四
五
巻
三
号
二
六
人
頁
)『
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権
(
第
四
版
)
』

平
成
一
一
(
一
丸
丸
丸
)
年

所
有
者
が
土
地
及
び
地
上
建
物
に
共
同
抵
当
権
を
設
定
し
た
後
に
右
建
物

が
取
り
壊
さ
れ
て
新
建
物
が
建
築
さ
れ
た
場
合
の
法
定
地
上
権
の
成
否

(
最
三
小
判
平
九
・
二
・
一
四
民
集
五
一
巻
二
号
三
七
五
頁
)


